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１．学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

 

 １） 設置又は定員を変更する学科等を設置する大学等の現状把握・分析 

新潟食料農業大学（以下「本学」と記す）では食・農・ビジネスを一体的に学び、日本

有数の巨大産業である「食料産業」の現場で活躍できる人材を育成している。国民生活

に必要不可欠である食料を安定的に供給し、食や農に係る産業を発展させていくために

は生産現場から人々の食卓に並ぶまでの一連の流れ（フードチェーン）を正しく理解し

た上で、その過程にある様々な諸課題を解決すべく、農林水産業・加工流通業・関連産

業を「食料産業」として包括的に捉え食料産業の発展に貢献できる人材が必要である。 

令和２年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、産業政策と地域政

策を車の両輪として推進し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図るとともに、

農業・農村の有する多面的機能の維持・発展を促進することで、地域社会および国民生

活の安定を図ることを基本的な方針としている。また、農業就業者数の減少や従事者の

高年齢化問題といった食と農を取り巻く課題解決においては、消費者・生産者・事業者

が協力・協働する関係を構築することが何より重要であり、本学が育成している生産・

加工・流通・販売の総合的な知識・技術を備えた「食のジェネラリスト」は俯瞰的な視

点で課題解決へ取り組めることから、食料産業の現場において不可欠な人材であると考

える。そして農林水産業・加工流通業・関連産業を包含する「食料産業」に関する精深

な学識を基礎としながら、食と農に関わる複雑化し多様化する社会情勢の変化に柔軟に

対応し、自立して研究活動を行い、持続可能な食料産業の在り方を探求することで、食

料産業の振興・発展に向けて公的機関・民間企業等の研究・開発・事業企画部門で活躍

できる、または、食と農に関連した地域活性化に資する研究や実践に取り組むことので

きる研究者と高度専門的職業人を育成することは、本学に課せられた重要な社会的役割

であり、不可欠かつ急務であることと考える。 

本学は平成 30年４月の開学に際し食料産業学部食料産業学科（以下「本学部」と記す）

を設置後、令和４年４月には新潟食料農業大学大学院（以下「本大学院」と記す）を設

置し、食料産業学研究科食料産業学専攻（以下「本専攻」と記す）修士課程を設置した。

そして、上述のような社会背景を基に修士課程設置時より構想していた博士後期課程（以

下「本課程」と記す）の設置を目指して、ここに設置認可申請を行うものである。 

  

【本学学部の現状】 

本学部は「食料・農業分野において、課題の解決と新しい時代の産業を創出するための

サイエンス・テクノロジー・ビジネスの能力を兼ね備えた人材を育成するとともに、実社

会に直結する研究開発を行う。」ことを目的とし、学科内にアグリコース・フードコース・

ビジネスコースの３つのコースを設けている。１年次は全員が食・農・ビジネスを一体的

に学び、食のつながりを理解し、食料産業に係る基礎的な知識と理解を修得する。そして
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２年次からはアグリコース・フードコース・ビジネスコースの３つのコースに分かれ、よ

り専門的な知識や技術を修得する。これにより、食料産業の総合的な知識を身につけなが

ら各コースの専門性を高め、食料産業の現場で実践的に活躍できる人材を育成している。 

なお本学部は入学定員を 180人としており、開学以降、入学者数および入学定員充足率

は漸増傾向にある。開設初年度である平成 30 年度の第１期生は入学者 99 人・入学定員

充足率 0.55 であったが、令和４年度の第５期生は入学者 171人・入学定員充足率 0.95 で

ある。これは、ＳＤＧｓを契機とした持続可能な社会構築の重要性や地域の食・農に係る

産業の振興、農地機能の保全等、社会的課題を背景に本学の特色的な教育・研究の意義が

理解され認知が高まった現れと考えられる。平成 27年に国連総会で採択されたＳＤＧｓ

は、人々の生活や企業活動、国の政策に至るまで様々な産業活動や施策の基礎となってい

る。そして令和 12 年の目標達成に向けて世界中の共通目標として今後も訴求していくも

のと思われる。その中でも人類の生存に欠かせない食は持続可能な社会の構築には欠か

すことのできない分野であり、重要な柱となる。このことから本学で食料産業学を学び、

持続可能な食料産業の構築・発展に向けて、本学に修学し研究を志す者は今後も継続的に

増加していくものと考える。 

また令和４年３月には第１期生を輩出し、卒業生 91 人のうち 81 人の就職希望者に対

し食品関連、農業関連、卸・小売業関連等、食料産業に係る数多くの企業から 1,845 社

5,425人の求人を頂き、就職率 98.8%を達成した。また一般的な理系学部卒業者の専攻分

野就職率を大きく上回り、本学部の専攻分野である食料産業界への就職率は 83.9％であ

った。この結果は、本学が育成する「食のジェネラリスト」が如何に業界のニーズに適し

ているかを立証しており、企業からの期待の表れと言える。 

参考；本学ホームページ「就職実績」https://nafu.ac.jp/career/data/ 

 

今後も本学の特色的な教育・研究を更に推進し、食料産業の振興・発展に貢献できる人

材を育成していく。 

 

【本専攻修士課程の現状】 

令和４年４月に開設した本専攻修士課程は、「農林水産業・加工流通業・関連産業を包

含する「食料産業」に関する精深な学識を身につけ、高度の研究能力と専門性をもって課

題を解決し新しい時代の産業を創出することにより、地域及び国際社会の食料産業の発

展に寄与できる高度専門的人材を育成する。」を目的としている。本専攻修士課程のカリ

キュラムは、柔軟に食・農・ビジネスの各領域を総合的に・横断的に学び、研究できるも

のとなっており、食料産業について精深な学識および高度な研究能力と専門性を修得す

ることにより、修了後は、食・農に係る企業や行政機関等における実践現場のリーダー、

食・農に係る企業や行政機関等における研究・開発専門職、食・農に係る事業の起業、大

学・専門学校等の教員などとして、食料産業が新たに進む道を開拓できる人材の育成を目

https://nafu.ac.jp/career/data/
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指している。なお、本専攻修士課程の設置に際しては、食と農の全般にわたって高度な

研究能力と専門性を有する教育者・専門研究者の育成を目的とし博士後期課程を設置

する構想としていた。 

本専攻修士課程の開設年度である令和４年４月の入学者は５人（入学定員６人）で入学

定員充足率 0.83 であった。入学者のうち５人全員が本学初の卒業生である第１期生から

の進学者であった。先述のとおり学部の第１期生は入学者数自体が少なかったこともあ

り残念ながら修士課程入学定員の充足には至らなかったものの、学部での学びを経て更

に研究を深め社会へ貢献することを志す学生が一定数存在した。また、開設２年目である

令和５年度については、前年度同様、本学学部からの進学者によって入学定員（６人）を

充足する見込みとなっている。今後は先述のとおり学部入学者が漸増傾向にあることか

らも、学部で修得した知識・技術を更に高めるため修士課程への進学を希望する学生が増

加していくことが大いに期待される。 

また、令和４年度（開設初年度）および令和５年度（開設２年目）には社会人の入学希

望者はいなかったものの、今回本課程設置に際しての社会人入学者の希望調査と併せて

修士課程への入学希望調査も行った（調査書には本専攻修士課程のパンフレットを同封

した）ところ、合計 38人からの回答のうち「リカレント教育に関心がある」と答えた者

は 26人（68.4％）おり、さらに本専攻修士課程に「入学してみたい」と答えた者が４人

（10.5％）いた。本調査は新潟県内を中心とした一部の企業に限った調査ではあったが一

定数の入学希望があったことからも、本学大学院の認知が高まるに連れ、実践現場での活

躍にあたり更なる専門知識の修得を志し、本専攻修士課程へ入学を希望する社会人が今

後発生していくものと期待される。 

 

２） 地域・社会的動向等の現状把握・分析 

  食料産業分野は生産現場から人々の食卓に並ぶまでの過程を幅広く包括していること  

から、それを取り巻く課題は非常に多い。その中でも生産現場すなわち農業分野において

の担い手不足、農業従事者の高齢化は喫緊の課題であろう。 

国内の基幹的農業従事者（主に自営農業を生業とする者）の人口及び新規就農者数を

【資料１】のとおり示した。基幹的農業従事者数は、令和２年現在で約 136万人であり、

10 年前の平成 22 年時点の約 205 万人と比較し、約 69 万人減少した。また、従事者の高

齢化についても顕著に現れている。令和２年現在で従事者の平均年齢は 67.8 歳であり、

65 歳以上の従事者の割合は 69.6%となっている。これらの数値を 10 年前の平成 22 年と

比較すると、平均年齢は 1.7歳増加、65歳以上の割合は 8.5%の増加であり、従事者の高

齢化が進んでいることを表している。国内の新規就農者の人口は、近年漸減傾向ではあり

ながらも年間５万人～６万人を維持していることから、それを上回る離農者がいること

がうかがえる。これらの傾向は今後も続いていくことが予想され、今後 10～20年先を見

据えると、基幹的農業従事者数は大幅に減少することが確実である。農業従事者の減少、
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高齢化により、農産物の生産量減少だけでなく耕作放棄地の増加による農地・農村の多面

的機能の消失といった問題にも繋がってくることから、課題に向けた対策が急がれてい

る。 

また、日本国内の食料自給率の推移を[図１]のように示した。 

 

[図１] 

 

日本の食料自給率は昭和 40年頃と比べて年々減少傾向にあり、近年は下げ止まり傾向

である。食料自給率は食料安全保障の観点では維持向上を目指すことが重要とされてい

て、農林水産省では令和 12 年度までに、供給熱量ベース総合食料自給率を 45％、生産額

ベース総合食料自給率を 75％に高める目標を掲げている。海外においての大規模自然災

害や異常気象、家畜等の伝染性疾病、新型コロナウイルスのような新しい感染症の発生、

紛争等、様々なリスクにより国内の食料供給は影響を受ける。こういったリスクを防ぐた

めにも、食料自給率を向上させることは国民の生活を維持するために必要である。 

上述のような問題解決のために令和２年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画（以

下「基本計画」と記す。）」が閣議決定された。基本計画の中では「食料自給率の向上と食

料安全保障の確立」を基本的な方針として謳っている。そして農業の持続性確保のために

は人材の育成・確保の重要性についても語られている。それらの問題解決のために「産業

政策」と「地域政策」を車の両輪として推進し、様々な施策を講じていかなければならな

いとされている。農業は大きな転換期を迎えており、農業者が減少する中にあっても、各

般の改革を強力に進め、国内の需要にも、輸出にも対応できる国内農業の生産基盤の強化
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を図ることにより、需要の変化に対応した食料を安定的に供給する役割や、農業・農村に

おける多面的な機能が将来にわたって発揮され、我が国の食と農の持つ魅力が国内外に

輝きを放ち続けるものとなるよう、食料・農業・農村が持続的に発展し、次世代を含む国

民生活の安定や国際社会に貢献する道筋を示すことが重要なテーマであるとされている。 

食品加工現場においては、人々が口にするものを扱う食品業界であることから、高い安

心安全の基準が求められている。そのため、その原材料の安全性や、トレーサビリティの

確保など高い品質水準が求められている。食品安全基本法第三条にも「食品の安全性の確

保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の

下に講じられることにより、行われなければならない。」と定められているとおり、食品

加工の現場において安全性が求められていることは明白である。また、鳥インフルエンザ

やＣＳＦ(豚熱)、食中毒といった私たちの食生活を脅かす問題も存在していることから

食品の品質や安全に対しての高度な知識が必要である。加えて国内の少子高齢化による

人口減少により、消費者が根本的に減少することから、食品市場は今後も減少傾向になる

ことは明らかである。さらに、高齢化による健康志向が高まっていることから、こうした

健康機能性を持つ商品の需要は増加していくことが見込まれる。 

流通や販売現場においてもトラックドライバーをはじめとする食品流通に係る人手不

足は課題となっている。農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、食品等の流通につい

て総合物流施策大綱を示している。 

 

参考；農林水産省ホームページ 食品等の流通の合理化について 

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html） 

【総合物流施策大綱（2021年度～2025 年度）】 

（1）物流ＤＸや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適 

化（簡素で滑らかな物流の実現） 

（2）労働力不足対策と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物流の実現） 

（3）強靭で持続可能な物流ネットワークの構築（強くてしなやかな物流の実現） 

 

特に着目すべきはサプライチェーン全体の徹底した最適化について述べられているこ

とである。この中では「物流ＤＸ（これまでの物流のあり方を変革する取組）を推進する

上では、サプライチェーン全体を俯瞰した視点で物流をマネジメントできる高度人材を

確保することが必須であり、その育成に努める必要がある」と謳われている。 

 

ここまでは日本国内の食料産業の現状を分析したが、一方で世界的には食料の需要は

高まっている。その理由には世界人口の増加が挙げられる。 

国連によると、世界の人口は令和４年 11月で 80億人を突破したとされ、令和 19年頃

に 90 億人、令和 40 年には 100 億人に達する見込みであると発表された。世界人口の増

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
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加により、必然的に食品市場は拡大することが見込まれていることから、ＴＰＰなど新た

な国際環境へ対応した戦略的な販路開拓が今後は必要であろう。また、日本で食品ロスが

大きな問題となっていることが表しているとおり、先進国では大量の食品が余って廃棄

され、途上国では飢餓に苦しむ人々がいるという食の不均衡が起きている。先進国での農

業技術は発展し、生産効率も向上しているものの、途上国については需要に対して供給が

追い付いていないのが現状である。これは異常気象の頻発、砂漠化の進行、水資源の制約、

家畜伝染病の発生などにより生産自体が安定していないことや、農家が生産をしても保

存設備が整っていない、収穫物を市場へと運ぶ輸送手段がないなどの管理・輸送設備が不

十分なことなどが原因と考えられる。 

 

上述の日本国内および世界の食料産業に係る問題や課題はごく一部であり、その他に

も様々な問題や課題を抱えながら、大きな変革期を迎えている。それに加え、現在の社会

的課題として、食や農を含むあらゆる産業における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達

成による持続可能な社会構築への意識及び必要性の高まりとその実現に向けた施策の展

開、そして新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による社会構造の変化といった新た

な需要・課題・変化が生じている。それらの変化に対応しながら課題解決をするには、農

業・食品・ビジネスといったそれぞれの分野を専門的・単一的に捉えるのではなく、包括

的・総合的に捉え、食料産業全体の知見から課題解決に取り組む人材が必要とされている

ことは明白である。 

 

本課程においては特定の分野に対しての専門的かつ高度な知識、研究能力を有した人

材ではなく、食料産業全体に対しての高度な知識と研究能力を有した人材の育成を目的

としている。食や農を取り巻く情勢が数年前の想定を超えるレベルで変化している昨今、

大学のほか、公民問わず各研究機関や一般企業・団体等においても、前例にない研究活動

および事業展開・地域振興等を求められる時代となっていることから、本課程で育成する

社会実装性の高い博士課程修了者の需要は高いものと想定している。 

 

３） 新設学科等の趣旨目的、教育内容、定員設定等 

先述のとおり、本大学院開設時より本専攻修士課程設置後は、博士後期課程を設置する

構想としていた。それに加え、現在の社会的課題として、食や農を含むあらゆる産業にお

ける持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成による持続可能な社会構築への意識及び必要

性の高まりとその実現に向けた施策の展開、そして新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大による社会構造の変化といった新たな需要・課題・変化が生じている。また現在、本

国の農政の基本理念や政策の根幹となる「食料・農業・農村基本法」も社会的情勢の変化

を背景に、見直しがはかられている。このような社会情勢の変化に対応し、食料・農業・

農村基本計画の基本方針として掲げられている『「産業政策」と「地域政策」を車の両輪
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として推進し、将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の

向上と食料安全保障を確立』を実現するためには、農林水産業・加工流通業・関連産業を

包含する「食料産業」に関する更に精深な学識に基づき、社会情勢の変化に柔軟に対応で

きる高度な研究能力を以って食料産業を牽引することのできる人材の育成が本学に課せ

られた重要な社会的役割であり、不可欠かつ急務であることと考える。 

また、同じく農林水産省が令和３年５月に定めた「みどりの食料システム戦略」は、「我

が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の

脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機とした生産・消費の変化などの政策

課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、災害や温暖化に強

く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進していく必要がありま

す。 このような中、健康な食生活や持続的な生産・消費の活発化や ESG投資市場の拡大

に加え、諸外国でも環境や健康に関する戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、

このようなＳＤＧｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我

が国の食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構

築することが急務となっています。このため、農林水産省では、食料・農林水産業の生産

力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定

しました。」を趣旨としており、また概要版の最前段にはこれに基づく取組として『持続

可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な

観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環

境負荷軽減のイノベーションを推進』が掲げられている。 

 

ここから、まさに生産から加工・保蔵、流通・販売、消費までの一連のつながりをフー

ドチェーンとして捉え、その上で農林水産業・加工流通業・関連産業を包含する「食料産

業」に関する精神な学修・研究を推進する本学が輩出する人材が、社会的に求められる人

材であると考えられる。 

 

よってこのたび、平成 26年５月 1日には「大規模農業の改革拠点」として国家戦略特

区に指定された新潟市を擁し、食料・農業分野において個性ある発展を遂げてきた地域で

ある新潟県に立地する新潟食料農業大学大学院食料産業学研究科食料産業学専攻に、修

士課程に加え新たに［博士後期課程］を設置するものである。 

 

食と農を取り巻く社会情勢が急激に変化している昨今、開学以来、農林水産業・加工流

通業・関連産業を「食料産業」として包括的に捉え一貫的な教育・研究を展開し、食料産

業の発展に貢献できる人材育成を行ってきた本学が、更にこの社会的需要に応えるべく

高度な研究能力を以って食料産業を牽引することのできる人材の育成を行うことは本学

の使命と考える。なおそれにあたっては、中央教育審議会答申「大学院に求められる人材
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養成機能」に示される四つの方向性のうち特に「創造性豊かな優れた研究・開発能力を持

つ研究者等の養成」「高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成」「知識基盤社

会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成」が重要であり、社会情勢を踏まえ

た新たな食料産業を創出する創造性の修得、食料産業に関する総合的かつ高度な専門的

知識の修得、時代のニーズに適い発展する食料産業を的確に捉え課題の解決をはかるこ

とができる体系的な教育課程の構築が必要と考える。そしてこれにより、本課程を修了し

た人材が食・農に係る企業や行政機関、団体等における実践現場の指導者や研究開発専門

職として活躍することにより、食料産業の発展が実現できるものと考える。 

 

それを踏まえ、本課程の目的を以下のとおり定める。 

 

【食料産業学研究科食料産業学専攻［博士後期課程］の目的】 

食料産業に関する精深な学識を基礎とし、食と農に関わる複雑化し多様化する社

会情勢の変化に柔軟に対応し、自立して研究活動を行い、持続可能な食料産業の在り

方を探求することで、食料産業の振興・発展に向けて公的機関・民間企業等の研究・

開発・事業企画部門で活躍できる、または、食と農に関連した地域活性化に資する研

究や実践に取り組むことのできる研究者と高度専門的職業人を育成する。 

 

上記のとおり、本課程では学士課程及び修士課程で修得した専門知識と技術とを更に高

度化し、食料産業の更なる振興・発展の実現に向け、社会情勢の変化に柔軟に対応し持続可

能な食料産業の在り方を探求し自立して研究活動を行い貢献する「研究者」の育成を行うこ

とと同時に、食料産業に関する高度な専門知識と技術およびその研究能力を以って食料産

業に関する企業・団体等における研究部門や商品開発部門、新規事業企画部門等において活

躍し貢献する「高度専門的職業人」の育成を目的とする。 

 

食や農を取り巻く情勢が数年前の想定を超えるレベルで変化している昨今、公民問わず

各研究機関や一般企業・団体等においても、前例にない研究活動および事業展開・地域振興

等を求められる時代となっていることが明白である。よって、学士課程及び修士課程より更

に高度な専門知識と研究能力を有し、社会情勢の変化に柔軟に対応して自立した研究活動

を行い、持続可能な食料産業の在り方を探求できる、本課程で育成する社会実装性の高い博

士課程修了者の需要は高いものと想定している。 

 

【定員設定】 

入学定員の設定の考え方は本課程の安定的・継続的な研究活動において重要な課題で

あると考え、世の中の需要も鑑みて慎重に検討し設定を行った。教員組織、設備・施設そ

の他の教育上の諸条件等様々な要因を勘案し、本課程の入学定員を２人と設定した。入学



学生確保（本文）-11 
 

定員２人、専任教員 12人による少人数教育は、十分な教育効果を得られる教育規模であ

ること、コミュニケーション環境が良好なこと等の効果が得られることが考えられる。 

学生の確保の見通しを客観的に判断するために、主な受入学生と想定する本専攻修士

課程及び本学学生へのアンケート調査を実施した結果、多くの学生が就職志向であった

が、博士後期課程への進学を希望する学生も一定数存在することが確認できた。また新潟

県内を中心とした企業に勤める社会人へ本課程への入学希望調査を行った結果、こちら

も一定数の入学希望者が存在した。 

後述の４）に詳述のとおり、同系統の研究科の学生募集状況のデータ、本学・本専攻修

士課程在学生及び社会人への入学希望調査の結果等から、本課程は入学定員２人を継続

的に満たす入学需要があると判断した。 

  

【入学金、授業料等の学生納付金の額と設定根拠】 

学生納付金の設定については運営上における人件費や教育研究費、管理費等の財務予

測を踏まえた上で、本専攻修士課程の入学金、授業料および施設設備金を基として検討を

始めた（修士課程初年度納付額計 110万円；入学金 20万円、授業料 80万円、施設設備金

10万円）。 

学納金を設定するにあたり、新潟県の隣接５県（山形県・福島県・群馬県・富山県・長

野県）に所在する同系統の私立大学の研究科として高崎健康福祉大学大学院農学研究科

と、関東圏に所在する日本大学大学院生物資源科学研究科・東洋大学大学院食環境科学研

究科、および本学同法人内に設置している新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科の

４校の初年度の学納金額を調査したところ、以下のとおりであった。 

 

高崎健康福祉大学大学院農学研究科 入学金 10万円 年間学費 90万円 計 100万円 

日本大学大学院生物資源科学研究科 入学金 20万円 年間学費 80万円 計 100万円 

東洋大学大学院食環境科学研究科  入学金 27万円 年間学費 75万円 計 102万円 

新潟医療福祉大学大学院 

医療福祉学研究科  入学金 20万円 年間学費 85万円 計 105万円 

 

学納金額の多寡は進学先の大学院選択において重視される要因となるため、競合校の学

納金と同程度に設定することが現実的であると判断し、初年度納付金額は 100万円、内訳と

して入学金 20万円、年間授業料 70万円、施設設備金 10万円として設定した。また、極め

て高い実績や専門技術を有する者（業務経験や論文実績、学会発表実績など）あるいは修士

課程修了時の学業成績が優秀と認められる者を対象に、入学金の全額及び授業料の半額を

免除する「新潟食料農業大学大学院博士後期課程特待生制度」を設け、国立大学大学院とほ

ぼ同等またはそれ以下の学費負担となるように制度設計し、意欲のある優秀な入学志願者

を確保することとした。 
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さらに、職業を有する等の事情により、標準修行年限（３年）を超えて一定の期間にわた

り計画的に修了することができるよう「長期履修制度」を設けることとした。長期履修期間

は６年を限度とし、入学前に申請を受け付けるが、入学後に事情が変わった場合でも年数の

変更については柔軟に対応する。なお学費は正規の学費を４年～６年で均等に納入するこ

ととし、修業期間が長期にわたることによる経済的負担を軽減する。これにより、職業を有

する等の事情のある学生が安心して学び、研究することのできる環境を提供する。 

 

４） 学生確保の見通し 

（１）学生確保の見通しの調査結果 

既述のとおり、本課程の主とする受入学生は本専攻修士課程および本学出身者である。

また後段の（２）でも詳述のとおり、農学系他大学院博士後期課程の学生比率では社会人

の割合も多いことから、本課程においても社会人の入学も見込まれる。 

よって本課程設置にあたり、入学希望者の見込みを客観的に把握するため、本専攻修士

課程学生・本学学生・企業に勤める社会人に対してアンケートを実施した。なお、このア

ンケートの実施に際しては、【資料２】に示すとおり博士後期課程の設置構想をまとめた

資料を提示し、回答にあたってはその資料を読んで目的や教育課程等について理解した

上で回答するよう要請し実施している。 

 

① 本専攻修士課程在籍の学生を対象としたアンケート 

令和４年 10 月 27 日～11 月 11 日の期間に、本専攻修士課程在籍者に対し実施した。 

調査対象者は在籍者である４人（当時）であり、学内メールから所定のＵＲＬにアク

セスして回答するＷｅｂアンケート（Microsoft Forms）により実施した。この結果、

２人の学生から回答を得た（回答率 50％）。そして、調査結果を【資料３】に示した。 

設問４の修士課程修了後の進路について、設置構想中である博士後期課程への進学

を希望するかを問う質問では、まだ修士課程入学後半年の１年次生であることからか、

今回の調査では進学希望者がいなかった。しかし設問１～３の本課程の特色に対して

の魅力度を問う設問は、設問１で１人、設問２で２人、設問３で１人が「とても魅力を

感じる」もしくは「ある程度魅力を感じる」と回答している。また２人のうち１人の回

答者については設問１～３において、いずれも「とても魅力を感じる」もしくは「ある

程度魅力を感じる」と回答していることから、非常に高い興味、関心を抱いていること

が分かる。そのような学生は今後、修士課程において学修や研究を深めていくことで、

より高度な知識、技術の修得を希望し博士後期課程への進学を検討する可能性も十分

考えられる。そして今回のアンケートに回答がなかった残る２人の在籍者については

進路を決めかねているとも考えられる。今回については設置構想中での調査であった

こともあり、今後認可申請を行った後および認可後には改めて十分な情報提供を行い

学生確保に努めていく。 
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② 本学学部生を対象としたアンケート 

令和４年 10 月 27日～11月 11日の期間に、本学部在籍者に対して実施した。調査対

象者は在籍者である 600人（当時）であり、学内メールから所定のＵＲＬにアクセスし

て回答するＷｅｂアンケート（Microsoft Forms）により実施した。 

この結果、91人の学生から回答を得た（回答率 15.2％）。 

そして、調査結果を【資料４】に示した。 

設問２の学部卒業後の進路について問う設問では、大学院進学希望者は 10人（11.0％）

であった。うち、設問４のとおり本大学院への進学希望者は５人（50.0％）、他大学院

への進学希望者は５人（50.0％）であった。そして設問９のとおり、本大学院進学希望

者のうち、５人全員（100％）が博士後期課程への進学も希望している。 

本課程への進学を希望する学生の内訳としては１年生２人、３年生１人、４年生２人

であり、そのうち１年生２人、３年生１人、４年生１人が修士課程修了後すぐに進学を

希望、４年生１人が社会人経験を（おおむね３年以上）経てからとの回答であった。 

また、設問６～８のとおり、学部生全員を対象とした本課程の特色についての魅力度

を問う質問ではいずれの質問でも高い魅力度(80%以上)であった。そして卒業後の進路

について未定との回答も存在したことから、今回の調査段階では進学を希望しなかっ

た学生についても、今後進学希望へと意向が変わることも十分に期待できる。 

 

③ 企業に勤める社会人を対象としたアンケート 

本学社会連携推進部とこれまでに関係性のある県内企業、卒業生の就職先企業を抽出

し、依頼文、調査票【資料５】及び設置構想資料、本専攻修士課程リーフレットを郵送し

た。回答期間令和４年 10月 26日～11月 11日までの間とし、本学宛 FAXのみで回答を受

け付けた。調査依頼数 672 人（224企業；１企業あたり３枚の調査票を配布）のうち、38 

人から回答が得られた（回答率 5.7%）。そして、調査結果を【資料６】に示した。 

設問２のリカレント教育への関心を問う設問では、26人（68.4％）が「関心がある」と

回答したことから、就職し社会人となってからも自己のスキルアップや、より高度な知

識・技術を修得したいと考える者が多く存在することが分かった。また、設問５の本課程

への入学を希望するかを問う設問では、「入学をしてみたい」と回答した者が５人（13.2％）

存在した。その５人が希望する入学年度の内訳は令和６年（2024 年）４月１人、令和７

年（2025年）４月１人、令和８年（2026 年）４月１人、それ以降２人であった。入学希

望者は設問１の学歴を問う設問でいずれも大卒と回答しており修士号未取得と見られる

が、社会人として活躍する中で、更に高度な知識・技術・理解を修得する必要性・重要性

を感じ、近い将来的な大学院進学を見据え、今後修士号を取得するために大学院へ入学す

ることを計画している、あるいは今すでに修士課程に入学して学んでいる、故に博士課程

進学という回答が得られたものと推察される。さらに、本課程の出願資格としては必ずし

も修士号がなければ入学できないわけではなく、修士の学位を有する者と同等の学力を
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有すると認められた者や個別の入学資格審査により入学を認められた者は入学できるこ

ととしており、本大学院としても意欲ある多様な社会人を博士後期課程の学生として広

く受け入れるべく門戸を構えている。 

また今回の調査については主に新潟県内に所在する、本学とこれまで連携のある企業

を中心とした限られた範囲での調査であるにも関わらず入学希望者が複数人いたことを

鑑みれば、潜在的な志願者はさらに多い可能性が高い。 

以上のことから、企業に勤めている社会人の入学希望者は継続的かつ安定的に存在す

ると期待される。 

 

④ 年度ごとの想定される入学者 

上述の調査集計を基とした、年度毎に想定される入学者数は[図２]のようになった。 

  

入学希望年度 学部生・修士生 社会人 合計 

令和６年(2024 年)４月 

（開設初年度） 
０人 １人 １人 

令和７年(2025 年)４月 

（開設２年目） 
１人 １人 ２人 

令和８年(2026 年)４月 

（開設３年目） 
１人 １人 ２人 

令和９年(2027 年)４月以降 

（開設４年目以降） 
３人 ２人 ５人 

[図２] 

 

なお、各年度に想定される入学者の詳細は以下のとおりである。 

 

Ａ．開設初年度の入学者 

開設初年度の主たる入学候補対象者は、本専攻修士課程１年生と社会人である。 

本専攻修士課程１年生から進学希望者は見られなかったものの、博士後期課程に魅力

を感じている学生が存在すること、また今回の調査で回答が得られなかった学生もいる

ことから、今後設置認可後に詳細な情報を提供していくことで進学者確保に向けて積極

的に広報していきたい。 

また、社会人については令和６年（2024 年）４月入学希望者が１人であるが、限られ

た件数の企業への調査であり、設置認可後に改めて広く本課程の設置を周知・広報し志願

者を募集した際には、より多くの入学希望者がいるものと期待される。 
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以上のことから、開設初年度については現状の調査結果では入学希望者が入学定員を

下回っているものの、今後の情報発信および広報活動で十分に定員を充足することは可

能であると考える。 

 

Ｂ．開設２年目の入学者 

開設２年目の主たる入学候補対象者は、本学学部４年生と社会人である。 

本学学部４年生で本調査に回答した者は 17人であったが、そのうち２人が本専攻修士

課程及び博士後期課程への進学を希望している。１人は学部卒業後、期間を空けることな

く修士課程進学、博士後期課程進学を希望していることから開設２年目の入学が期待さ

れる。残る１人の希望者については学部卒業後、すぐに修士課程に進学し、その後おおむ

ね３年以上社会人経験を経てから博士後期課程への進学を希望と回答したことから、開

設２年目以降の入学と考えられる。 

また、社会人については令和７年（2025 年）４月入学希望者が１人であった。 

以上のことから、開設２年目については入学定員を上回る入学者を確保できると考え

られる。 

 

Ｃ．開設３年目の入学者 

開設３年目の主たる入学候補対象者は、本学学部３年生と社会人である。 

本学学部３年生で、本アンケート調査に回答した者は 14人であったが、そのうち１人

が本専攻修士課程および博士後期課程への進学を希望している。その者は学部卒業後、期

間を空けることなく修士課程進学、博士後期課程進学を希望していることから開設３年

目の入学が期待される。さらにこの学年には質問２で「進路検討中」との回答ではあった

が、設問６～８の本課程の特色に「とても魅力を感じる」もしくは「ある程度魅力を感じ

る」と回答した学生が存在した。この学生については、今後の訴求によっては入学希望者

となることも期待される。 

また、社会人については令和８年（2026 年）４月入学希望者が１人であった。 

以上のことから、開設３年目についても入学定員を上回る入学者を確保できるものと

考えられる。 

 

Ｄ．開設４年目以降の入学者 

すでに本調査において令和９年（2027 年）４月以降（開設４年目以降）の入学希望者

が存在している。また、本課程の特色に対する魅力度が物語っているとおり、学生および

社会人が強い関心を抱いていることが分かる。よって設置認可後及び開設後に、より積極

的な訴求を展開していくことで、開設４年目以降も継続的かつ安定的に入学者を確保し

ていけるものと考える。 
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（２）新設学部等の分野の動向 

本課程と同分野の動向調査として、農学系分野の大学について日本私立学校振興・共済

事業団がまとめた『私立大学・短期大学等入学志願動向』から、全国の大学院研究科系統

別の大学院博士後期課程の志願倍率、入学定員充足率の推移を平成 30年度から令和４年

度までの５年間で見た数値を[図３]のように示した。なおこの項で指す「農学系」とは、

先述の日本私立学校振興・共済事業団の資料に示す研究科を指しており、純粋な農学から

水産・海洋学、獣医学までを包含している。 

 

志願倍率   （日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター） 

  
平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

農学系 0.68倍 0.61倍 0.54倍 0.48倍 0.67倍 

（全体） （0.65倍） （0.64倍） （0.63 倍） （0.59 倍） （0.60 倍） 
      

入学定員充足率 （日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター） 

  
平成 30年 

（2018年） 

令和元年 

（2019年） 

令和２年 

（2020 年） 

令和３年 

（2021 年） 

令和４年 

（2022 年） 

農学系 64.62% 53.30% 48.00% 43.33% 60.56% 

（全体） (53.15%) (51.94%) (50.26%) (47.10%) (47.70%) 

[図３] 

 

これによると、令和４年度については志願倍率、入学定員充足率がいずれも令和３年度

より増加している。また、全体平均よりも高い水準となっていることからも農学系大学院

博士後期課程への志願傾向が強くなっていることがうかがえる。農学分野の博士後期課

程の入学定員充足率は全体平均並みか若干高い傾向が続いている。今後も世界的な環境

変動や人口増から生じる食糧危機、コロナ禍による社会構造の変化といった社会背景の

中で持続可能な新しい食と農の在り方を創出するために研究に取り組もうとする者が多

くなると考えられる。また、農学系大学院博士後期課程に在籍している社会人の割合につ

いて、学校基本調査のデータを基に[図４]のように示した。 

 

社会人の割合      （学校基本調査） 

  
平成 30年 

(2018年) 

令和元年 

(2019年) 

令和２年 

(2020 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和４年 

(2022 年) 

農学系 30.10% 29.06% 27.84% 28.87% 32.27% 

[図４] 
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平成 30 年度から令和４年度までの５年間の数値は 27％～32％と安定していることか

ら、社会人の入学も一定数見込みがあると想定される。農学系分野においては、就職後も

更に高度な専門知識や技術を修得することによって自身のスキルアップを図りたいと考

える者が一定数、安定的に存在することが分かる。近年、食・農を含むあらゆる産業にお

ける持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成による持続可能な社会構築への意識及び必要

性の高まりとその実現に向けた施策の展開、そして新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大による社会構造の変化といった新たな需要・課題・変化が生じている。これは企業の

産業活動においても求められていることから、働きながら更に高度な知識や技術を修得

し、能力を高めたいと望む者が今後も安定して存在するものと考えられる。よって本課程

においても、社会人の入学者は安定して確保できるものと期待する。 

 

（３）中長期的な 18 歳人口の全国的、地域的動向等 

本課程の主な学生募集の対象となる年齢は 24歳であることから、人口動向について年

齢別人口統計を基に分析する。16～25歳の人口を分析することで動向を示す。 

 

【全国的な動向】 

全国の年齢別人口を[図５]のように示した。 

 

 

[図５] 

 

令和３年 10 月現在で日本国内の 25歳の人口は 127.8万人であり、16歳の人口は 107.6

万人となっている。出生数の減少により、この 10 年間についても約 20 万人程度出生数

が減っていると見られ、それ以降もこの傾向は続いていくものと予想される。全国的な動

向によれば、少子化の影響により、本課程の主な学生募集の対象となる年代の人口は今後

減少する傾向であると考えられる。 
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【新潟県の動向】 

新潟県の年齢別人口を[図６]のように示した。 

 

[図６] 

 

令和４年 10 月現在で新潟県内の 25 歳の人口は 1.5 万人であり、16 歳の人口は 1.8 万

人となっている。新潟県内においては 16歳人口の方が多くなっているが、一方で新潟県

の進学および就職による県外人口流出数は非常に高く、19～23歳程度にかけて大きな転

出超過傾向となることから、本課程の主な学生募集の対象となる年代の人口は 1.5 万人

程度を維持か漸減傾向になることが予想される。 

 

【中長期的な人口動向について総括】 

全国及び新潟県内においても出生率は年々減少傾向にあり、少子化は今後も続いてい

くことから、学生確保の観点でいえば厳しい動向であることは周知の事実である。しかし、

本学は日本で唯一の「食料産業学」を学ぶことのできる大学であり、さらにその食料産業

に係る深い学識と高い研究技術を身につけられる本課程は他大学と差別化が図られてい

ることから、入学定員２人の学生確保は可能であり、人口減少の影響は少ないものと考え

られる。本学は今後も「食」の総合大学としての独自性を活かしながら、学生確保に努め

ていきたいと考える。 

 

（４）競合校の状況 

本大学院の主な学生募集範囲である新潟県内および隣接５県（山形県・福島県・群馬県・

富山県・長野県）の中で本大学院と同系統の博士後期課程を設置している私立大学の大学

院として、高崎健康福祉大学大学院農学研究科生物生産学専攻（博士後期課程）の入学者

状況を示す。当該大学院博士後期課程は令和４年４月に開設されたが、入学者１人（入学

定員２人）、入学定員充足率 0.5であった。開設初年度につき、入学定員充足には至らな
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かったものの入学者１人を確保していた。なお、当該大学院の入学者情報の詳細は開示さ

れていないため（後述の新潟大学も同様）、入学定員充足率で分析した。 

また新潟県内において同系統の大学院博士後期課程を設置している国立大学の新潟大

学の入学者状況を示す。新潟大学大学院自然科学研究科環境科学専攻（博士後期課程）の

入学状況は 

令和２年度  入学者 37人（入学定員 15人） 入学定員充足率 2.46 

令和３年度  入学者 20人（入学定員 15人） 入学定員充足率 1.33 

令和４年度  入学者 11人（入学定員 15人） 入学定員充足率 0.73 

 となっている。当該大学院は令和４年度こそ入学定員の充足には至らなかったものの、令

和３年度および令和２年度については定員を充足する入学状況であった。これは国内随

一の農業県である新潟県であることが大きく影響しているものと思われる。新潟県は農

業生産および食品加工業が盛んであり、本大学院についてもこの新潟という地で身近に

食・農を感じながら学び・研究をできる環境にあることは大きな強みであると考える。 

 

よって本課程も、入学定員を継続的に充足していけるものと期待できる。 

 

（５）既設学部等の学生確保の状況 

本学部および本専攻修士課程の学生確保の状況について、[図７]のとおり示した。 

 

本学学部      

  募集人員 志願者数 合格者数 入学者数 入学定員充足率 

平成 30 年（2018 年） 180 162 149 99 0.55 

令和元年（2019 年） 180 334 307 149 0.83 

令和２年（2020 年） 180 374 334 156 0.87 

令和３年（2021 年） 180 355 345 166 0.92 

令和４年（2022 年） 180 360 350 171 0.95 
      

本専攻修士課程      

  募集人員 志願者数 合格者数 入学者数 入学定員充足率 

令和４年（2022 年） 6 5 5 5 0.83 

[図７] 

 

本学部は平成 30 年４月の開学以降、年々入学者数および入学定員充足率は増加してい

る。昨年については定員充足には至らなかったものの 171人の入学者がおり、定員充足率

は 0.95 となった。また、志願者数については近年 350人前後を維持しており、安定した

志願者数を確保してきている。これは、本学が食料産業全体を学べる唯一の大学であり、
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「食」の総合大学という確固たる地位を確立し、その学びの重要性を幅広く訴求してきた

ことの成果であると考える。 

 

本専攻修士課程は令和４年４月に開設した。開設初年度には５人の志願者がおり、５人

全員が入学した。全員が本学学部からの進学であった。定員充足には至らなかったものの、

学部での学びや研究をさらに深め、社会での活躍を希望する学生が一定数存在した。なお、

令和５年度の修士課程志願者状況は定員（６人）を充足する見込みである。いずれも学部

からの進学者となるが、食料産業学に対する学びや研究に対して高い意欲を持った学生

が進学を希望している。今後も本学学部から大学院修士課程へと進学し、より高度な技術

と知識を身につけたいと希望する学生が存在していくことが期待される。 

 

また、令和４年度（開設初年度）および令和５年度（開設２年目）には社会人の入学希

望者はいなかったものの、今回本課程設置に際しての社会人入学者の希望調査と併せて

修士課程への入学希望調査も行い（調査書には本大学院修士課程のパンフレットを同封

した）、以下のとおりとなった。 

 

2. あなたは、業務において求められる能力をより高めるため、それぞれのタイミング

で更に高度な専門知識や技術の修得を目指し学び直す「リカレント教育」に関心が

ありますか。当てはまる選択肢を１つお選びください。（標本数 38） 

・関心がある  26 (68.4%) 

   ・関心がない  12 (31.6%) 

 

3. あなたは、新潟食料農業大学大学院食料産業学研究科食料産業学専攻（修士課程）

に入学してみたいと思いますか。当てはまる選択肢を１つお選びください。（標本

数 38） 

・入学をしてみたい  4  (10.5%) 

   ・入学をしたくない  34 (89.5%) 

 

38 人からの回答のうち「リカレント教育に関心がある」と答えた者が 26人（68.4％）、

本専攻修士課程に「入学をしてみたい」と答えた者が４人（10.5％）おり、新潟県内を中

心とした一部の企業に限った調査ではあったが、一定数の入学希望者がいた。この結果か

らも本専攻修士課程へ入学を希望する社会人は今後も増えていくと期待される。 

本学学部の入学者及び入学定員充足率の増加から見て取れるように、本学の食料産業

学を学び、研究することで育成される「食のジェネラリスト」の社会的ニーズの高まりが

周知されてきていると思われる。またＳＤＧｓを契機とした持続可能な社会構築への意

識の高まりから、それに密接に関係している食および農を取り巻く様々な課題解決への
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取り組み・施策など変化が起きていくことと考えられる。安定的かつ持続可能な食・農を

守り、発展させるべく食料産業を学びたいと思う若者が今後も増えていくと期待される。

本学学部において学びを進めていく中で食料産業をより深く学びたいと思う学生や、指

導者・研究者を志す学生も存在してくると期待される。 

 

以上のことから、本課程は安定して定員を充足していけるものと考える。 

 

５） 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

（１）「社会連携推進部」を核とした地域社会との連携 

従来の農学系の大学における学びは、現場を変える力を持った人材が不足している状

況があり、この点が長年の課題として挙げられていた。このような状況を踏まえ、本学で

は在学中から地域・企業等と連携した現場での実践的な学びにより、４年間で身につけた

知識・技術を実社会で活かせるよう授業を展開するとともに、学部卒業後の就職先の確保

も目的とした「社会連携推進部」を窓口として、地域社会との連携を強化してきた。 

この本学の地域連携に係る取り組みの情報は、本学からの積極的な情報発信に加え、新

聞やテレビといったメディアでも多く取り上げられており、本学の認知度や信頼度の向

上に大きく寄与している。またそれらの情報が実践現場で活躍している社会人にも広く

行き渡ることで、多くの潜在的な志願者の開拓が可能であると考える。 

 

①自治体・公的機関等との連携協定等  

ア）日本政策金融公庫新潟支店と「産学連携の協力推進に関する覚書」  

大学の研究成果等のニーズと食料産業事業者とのマッチング、日本政策金融公庫の

新規就農支援に対する技術相談に関する支援、地域食料産業事業者等の技術ニーズの

情報提供などを行っている。 

イ）胎内市および胎内市農業協同組合との三者包括連携協定 

本学が立地する胎内市の地域振興及び教育・学術・研究活動により、新たな価値を創

造することで活力のある豊かな地域社会の形成および発展に寄与していく。 

ウ）糸魚川市との包括連携協定 

糸魚川市内の農林水産業や６次産業化されたビジネスの場など、市全体を学習フィ

ールドとして大学の実習や研究、市内小・中・高校への出張授業などに相互に連携して

取り組んでいる。地域の活性化、教育の分野等で相互に協力し、地域社会の発展と人材

の育成に寄与していく。 

エ）新発田市との包括連携協定 

胎内市と隣接する新発田市の「食」や「農」をテーマに、それぞれが持つ強みや特性

を活かしながら、地域社会の発展や産業振興、未来を担う人材育成に寄与することを目

的に、農業や食料の振興や教育・研究活動などに相互に連携して取り組んでいる。また
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農業や食品関連の産業振興に加え、就業を目指す学生の教育などで協力するとし、新発

田市内の農場を授業に使うことや、市内の農業高校等に教員を派遣する出張授業も検

討しており、地域との連携の幅を広げていく。 

オ）村上市との包括連携協定 

村上市と連携し、「食」や「農」の分野における課題解決、人材育成、新たな事業へ

の挑戦などを通して、豊かで活力ある地域社会の形成や産業の振興に寄与していく。 

カ）住商フーズとの連携協定 

住商フーズと相互に協力し、本学の研究成果等を社会に還元すること及び緊密な情

報交換等を行うことにより、地域の活性化や国際社会の発展に貢献する。 

【資料７】自治体・公的機関等との連携協定書等 

参考；本学ホームページ「連携協定」https://nafu.ac.jp/social/partner/ 

②アグロフードセミナーの開催 

食・農に関するトピックやテーマを設定し、関連した企業・団体の第一人者を講師に招

き、2018 年度からセミナーを年間２～３回開催している。研究の連携や学生の就職先等

の事案について、これまで社会連携推進部と関係性を有する企業・団体等に、セミナー開

催を案内して参加を募り、食・農に関する最新の動向について共通理解を深める機会とし

ている。（2020年度はコロナ禍を鑑み、２月にオンライン形式で開催） 

これまでの開催年月および各回のテーマは以下のとおりである。 

2018年度 10月 改正食品衛生法公布とフードチェーンの安全について 

 10月 新潟における食料農業の未来 

～スマートアグリの未来、新潟の特区はどうなるのか～ 

 １月 容器開発が食料産業に与えるインパクト 

2019年度 ６月 スマート野菜園芸、今とこれから 

 12月 野菜生産に ICTを! 賢く使う! 

 ３月 （コロナの影響により延期） 

2020年度 ２月 持続可能な社会における食と健康 

2021年度 ７月 微生物の活用による食産業ビジネスの新展開 

 12月 『食の循環から考えるサステナブルな社会』 

～食べものは、命そのもの。食の循環の輪を完成させる!!～ 

 ３月 食の循環から考えるサステナブルな社会Ⅱ 

2022年度 ８月 サステナブルな農業、地域の実現に向けた多様な研究の取組み 

 １月 食の新たな可能性と持続可能な社会形成のための 

選択の話をしよう！ 

        ３月  新潟におけるスマート農業の取り組み 

参考；本学ホームページ「アグロフードセミナー」https://nafu.ac.jp/general/ 

 

https://nafu.ac.jp/social/partner/
https://nafu.ac.jp/general/
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③新潟食料健康研究機構の発足 

本学では令和２年４月、地域の食品産業界との産官学連携ならびに食品研究の拠点

となることを目指し「新潟食料健康研究機構」を発足させた。新潟食料健康研究機構

規程ではその目的を「研究機構は、食料および健康に関わる広範な自然科学・社会科

学・人文科学の基礎および応用に関する研究、産官学連携ならびに社会連携活動を行

うとともに、学部および大学院との連携による人材育成に取り組み、科学の発展と人

類の福祉に貢献することを目的とし、本学の研究所等の取り組みを総合的に統括す

る。」と定め、業務として「（１）研究機構の事業計画に関すること（２）研究機構の

組織に関すること（３）研究機構のもとに設置された研究所等における各事業の連携

と調整に関すること（４）構成員の編成に関すること（５）学外資金の受入に関する

こと（６）その他、機構の運営に必要な事項」と定めている。なおこの新潟食料健康

研究機構は発足時に、「食品科学研究所」を設立した。食品科学研究所はその目的を

「研究所は、食品の発酵・醸造、健康・機能、加工・利用ならびにスポーツ・栄養に

関する基礎および応用研究を行うことを目的とする。」とし、業務を「（１）基礎研究

および応用研究（２）国際学術共同研究および学外共同研究（３）受託研究および寄

附研究（４）研究会、講演会、講習会等の開催（５）大学院学生および学部学生の研

究支援（６）研究成果の公表および広報活動（７）その他、研究所の運営に必要な事

業」としている。食品科学研究所は新たな食の未来の創造を目指して「加工・利用」

「スポーツ・健康・機能」「発酵・醸造」の３領域で食料及び健康にかかわる基礎及び

応用研究を行っており、令和４年には、本学胎内キャンパスが位置する胎内市の名所

などから分離した酵母を用いて、胎内市産の酒米（五百万石）と、胎内市の名水とし

て名高い「どっこん水（独鈷水）」を用いて、本学オリジナルの清酒を開発・製造し

た。ブナの異形樹で有名な「ししのくらの森」と、胎内の夕日の名所として知られる

「はまなすの丘」から酵母の分離に成功し、これらの酵母を清酒製造により適したも

のに育種し、育種した酵母（ししのくらの森酵母）を用いて、今代司酒造の協力を得

て試験醸造を行い、「純米酒 胎内ししのくらの森」として製品化された。 

参考；本学ホームページ「清酒 『胎内ししのくらの森』」完成発表会 

https://nafu.ac.jp/magazine/28559/ 
また新潟食料健康研究機構では令和４年７月、持続型農業の生産、製造、加工、流

通、販売から金融に至る食料システム全般、およびこれらを取り巻く環境について、

サイエンス・テクノロジー・ビジネス・カルチャーの面から広く研究・開発を行うこ

とを目的とした「持続型農業研究所」を設立し、「生産」「環境・地域」「ビジネス」の

３領域で有機農業、減農薬・減化学肥料農業、環境調和型農業、環境循環型農業等を

広く包含した持続型農業について研究を開始した。この両研究所を擁する新潟食料健

康研究機構では、技術相談、依頼分析、受託研究、共同研究、公開講座などの活動を

通じて地域の活性化とともに人材育成に引き続き取り組んでいる。そしてこれらの研

https://nafu.ac.jp/magazine/28559/
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究活動を幅広く周知することで、高度な研究能力を修得したいと考える学生の本課程

への入学意欲向上に繋げたいと考える。 

 

④企業訪問 

主として院生の就職先の確保と拡大を念頭に社会連携推進部キャリア支援課の職員

を中心に、企業訪問を継続的に行っている。本大学院やＮＳＧグループのネットワーク

を活かしつつ、こうした取り組みを行うことで、本学の概要説明、就職の動向調査、本

学に対する理解を得ながら、本課程設置計画の紹介に加え、募集広報を図る。 

これらの取り組みや活動を通じ、学生にとっては地域・企業等の実践的な活動を通し

て自身が得た知識と技術を現場が抱える課題解決への還元意識の向上へつなげ、そし

て社会人にとっては本学の教育・研究の取り組みを知り更なる活躍を目指す意欲を喚

起する場とすることで、本大学院への入学を考える機会として、学生確保への効果が期

待される。 

 

（２）本専攻修士課程在学生及び社会人からの学生確保 

本課程の主たる入学者は本専攻修士課程修了者を想定しているため、修士課程在学生

への博士後期課程進学に向けた訴求を積極的に実施していく。よって修士論文の研究指

導教員及び学内関係部署で密接に連携し、修士課程在学生への進学説明会や個別相談等

を実施することで進学意欲が高まるよう訴求していく。また、大学院においての研究支援

体制、キャリア支援体制を整え、入学から修了後の進路に至るまで徹底したサポートを提

供することで、学生の不安を払拭していける環境づくりを整備する。 

後述のとおり、本課程設置申請に際して行った人材需要アンケートでは博士後期課程

修了者の人材需要を企業等に調査した結果、研究職及び開発職といった博士後期課程修

了者特有の人材需要が回答として得られた。公民の研究機関や、自社で研究施設や開発施

設を所有している企業にとって本課程が養成する人材の需要は非常に高く、こういった

人材の育成は本学に課せられた重要な社会的役割であると考える。このことを将来、研究

者および食料産業に関する企業・団体等における研究部門や商品開発部門、新規事業企画

部門等での活躍を志す学生に効果的に訴求していくことで進学希望者の確保に努めてい

きたい。 

また、社会人学生確保の一環として、本課程においても社会人が勤務を継続しながらの

通学に困難を伴わないよう、授業担当教員や研究指導教員と相談の上、必要な場合にはオ

ンラインのツールを活用し研究指導や各種相談に応じることも行いながら修学を支援す

る体制を整える。長期履修制度等、学びやすい環境を提供することで、学びたい者に寄り

添い、高度な専門技術を有する社会を担う人材をより多く輩出する。 

社会人学生の修学に係る支援策や環境については、本学ホームページ等を活用した広

い情報発信に加え、先述した社会連携推進室を中心とした企業訪問等による個別の情報
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提供により、効果的な訴求をはかる。また、本課程での修学を希望する社会人のみを対象

とした大学説明会の開催なども企画し、官公庁・企業・団体・農業法人等から社会人学生

の確保を図る。 

 

（３）各種媒体における広報 

本学は、学部の入学者確保を目的として入試広報部職員による高校訪問を新潟県内及

び隣接県や東京都を中心に、定期的・継続的に実施している。加えて、大学受験に特化し

たメディア、現代の情報発信・コミュニケーションの多様化に対応して、学生に多大な影

響力がある LINE・Instagram・Facebook・Twitter・YouTube の各媒体において、大学の教

育研究活動、学生の日常、社会連携の取り組み等を掲載して情報を発信している。 

また、本大学院のホームページ及び大学院案内パンフレット等で、本大学院教員の先進

的な研究及び本専攻修士課程の在学生が取り組む専門的かつ実践的な研究について幅広

く学内外に情報発信するとともに、先述した「新潟食料農業大学大学院博士後期課程特待

生制度」を設け、入学金及び学納金が国立大学と同等あるいはそれ以下の設定になること

を訴求して、経済的側面からも学修・研究を支援することで入学意欲の促進を図る。 

本課程設置に係る学外への広報については、主として以下の施策に取り組むことを予

定する。なお、認可を得られるまでの間は、「認可申請中」の旨を各広報媒体に明示する。 

・本学ホームページにて、設置の趣旨や特色、教育・研究内容等を広く外部へ向け明瞭

に訴求する。 

・社会連携推進部と関係性を有する官公庁・企業・団体等に研究科パンフレットを配布

し、社会人へ特色、教育・研究内容を明瞭に訴求する。 

・農学系・食品学系の学術雑誌や関連学会等の広報媒体へ広告を掲載する。 

 

 

２．人材需要の動向等社会の要請 

 

 １）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

既述のとおり、食・農を取り巻く課題の中で、生産現場である農業の担い手不足、高齢

化は喫緊の課題である。加えて現在の社会的課題として、食や農を含むあらゆる産業にお

ける持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成による持続可能な社会構築への意識及び必要

性の高まりとその実現に向けた施策の展開、そして新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大による社会構造の変化といった新たな需要・課題・変化が生じている。 

このような社会的情勢の変化を背景に、本国の農政の基本理念や政策の根幹となる「食

料・農業・農村基本法」も見直しがはかられている。 

             参考；農林水産省ホームページ 

 https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html 

https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html
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食料・農業・農村基本法 

食料・農業・農村基本法は、農政の基本理念や政策の方向性を示すもので

す。（１）食料の安定供給の確保、（２）農業の有する多面的機能の発揮、（３）

農業の持続的な発展と（４）その基盤としての農村の振興、を理念として掲

げ、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的

としています。 

制定から約 20 年が経過し、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食

料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡

大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで

変化しています。このため現在、基本法を検証し、見直しに向けた議論が行

われています。 

 

そうした食・農の課題解決や社会情勢の変化に対応し、食料自給率の向上と食料安

全保障の確立を実現するためには、農林水産業・加工流通業・関連産業を包含する「食

料産業」に関する更に精深な学識に基づき、社会情勢の変化に柔軟に対応できる高度

な研究能力を以って食料産業を牽引することのできる人材の育成が本学に課せられ

た重要な社会的役割であると考える。 

なおそれにあたっては、中央教育審議会答申「大学院に求められる人材養成機能」

に示される四つの方向性のうち特に「創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究

者等の養成」「高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成」「知識基盤社会

を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成」が重要であり、社会情勢を踏ま

えた新たな食料産業を創出する創造性の修得、食料産業に関する総合的かつ高度な専

門的知識の修得、時代のニーズに適い発展する食料産業を的確に捉え課題の解決をは

かることができる体系的な教育課程の構築が必要と考える。そしてこれにより、本課

程を修了した人材が食・農に係る企業や行政機関、団体等における実践現場の指導者

や研究開発専門職として活躍することにより、食料産業の発展が実現できるものと考

える。 

上述の社会背景から、本課程の目的を以下のとおり定めている。 

 

【食料産業学研究科食料産業学専攻［博士後期課程］の目的】 

食料産業に関する精深な学識を基礎とし、食と農に関わる複雑化し多様化する

社会情勢の変化に柔軟に対応し、自立して研究活動を行い、持続可能な食料産業

の在り方を探求することで、食料産業の振興・発展に向けて公的機関・民間企業

等の研究・開発・事業企画部門で活躍できる、または、食と農に関連した地域活

性化に資する研究や実践に取り組むことのできる研究者と高度専門的職業人を

育成する。 
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上記のとおり、本課程では学士課程及び修士課程で修得した専門知識と技術とを更に

高度化し、食料産業の更なる振興・発展の実現に向け、社会情勢の変化に柔軟に対応し持

続可能な食料産業の在り方を探求し自立して研究活動を行い貢献する「研究者」の育成を

行うことと同時に、食料産業に関する高度な専門知識と技術およびその研究能力を以っ

て食料産業に関する企業・団体等における研究部門や商品開発部門、新規事業企画部門等

において活躍し貢献する「高度専門的職業人」の育成を目的とする。 

 

２)上記１) が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な 

根拠 

（１）食料産業を取り巻く社会的背景と課題 

食と農をめぐる環境の大きな要因となっている農業従事者の減少、高齢化を背景とし

た中で、令和２年（2020年）３月に閣議決定された『食料・農業・農村基本計画～我が

国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために～』（以下『基本計画』と記す。）

では、食料・農業・農村をめぐる情勢とこの課題解決に向けた基本的な方針、施策推進

の基本的な視点が盛り込まれている。 

  参考；農林水産省ホームページ 食料・農業・農村基本計画 

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-13.pdf 

【基本的な方針（一部抜粋）】 

産業政策と地域政策を引き続き車の両輪として推進し、将来にわたっ

て国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料

安全保障の確立を図ることが、本基本計画の課題である。 

【施策の推進に当たっての基本的な視点】 

・消費者や実需者のニーズに即した施策の推進 

・食料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的合意の形成 

・農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の強化に向けた 

施策の展開 

・スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメーションの推進 

・地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮 

・災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を脅かすリスクへの 

対応強化 

・農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進 

・ＳＤＧｓを契機とした持続可能な取組を後押しする施策の展開 

基本的な方針として「食料自給率の向上と食料安全保障の確立」を謳っている。そして

農業の持続性確保のためには人材の育成・確保が必要であるとされている。また日本国内

の食料自給率は年々減少傾向にあり、食料安全保障の観点では維持向上を目指すことが

重要である。海外においての大規模自然災害や異常気象、家畜等の伝染性疾病、新型コロ

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-13.pdf
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ナウイルスのような新しい感染症の発生、紛争等、様々なリスクにより国内の食料供給は

影響を受ける。このようなリスクが起こった場合を想定し食料自給率を向上させること

は、国民の生活を維持するために必要不可欠であると述べられている。また、生産現場の

農業従事者の減少、高齢化及びそれらを起因とする農地面積の減少等の諸課題について

抜本的な課題解決とともに、ＤＸやスマート農業を推進・活用した新たな農業を形成して

いくことの必要性についても述べられている。 

また、本学については、上記のような施策を講じる側である自治体や農業協同組合と連

携協定を締結している。このことは、地域からの期待の表れであることは明白である。本

学は博士課程による高度な研究によりそういった地域からのニーズに応え、活力のある

地域経済および農業・食品産業の振興に貢献することが使命であると考えている。 

このような社会的背景の中で、本課程で養成する人材は卒業認定・学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）に定めるとおり、農林水産業・加工流通業・関連産業を包含する「食

料産業」に関する高度な専門知識を有し、様々な課題の解決や学問研究に対し、多様な考

え方や行動を尊重しながら、旺盛な探究心と実践力を持って取り組み、食料産業の振興・

発展に向けて公的機関・民間企業等で活躍できる、または食と農に関連した地域活性化に

資する研究や実践に取り組むことができる人材である。 

１）で既述のとおり、食や農を取り巻く情勢が数年前の想定を超えるレベルで変化して

いる昨今、これまでとは異なる研究、事業展開、地域振興が求められる時代となっている

ことは明白であり、そのためには本課程で養成する高度な専門知識と研究能力を有し、社

会情勢の変化に柔軟に対応して自立した研究活動を行い、持続可能な食料産業の在り方

を探求できる、本課程で育成する社会実装性の高い博士課程修了者の社会的ニーズは高

いと考えられる。 

 

（２）本大学院博士後期課程設置に係る人材需要アンケート 

本課程の設置にあたり、本学が掲げた人材養成の目的等が社会のニーズに適ったもの

かどうかを把握するとともに、修了後の人材需要の見込みを調査するため、本学社会連携

推進部とこれまでに関係性のある県内企業、卒業生の就職先企業、新潟県及び県内 30市

町村人事担当者、新潟県及び他県の農業関連研究施設、全国食品製造関連企業売上高上位

30社（日本経済新聞）を抽出し、依頼文、調査票【資料８】及び設置構想資料、修士課程

リーフレットを郵送した。回答期間は令和４年 10月 26日～11月 11日までの間とし、本

学宛 FAX のみで回答を受け付けた。調査依頼数 292 件のうち、52 件から回答が得られた

（回答率 17.8%）。そしてその調査結果を、【資料９】に示した。 

回答した 52 件の事業所の所在地は設問１のとおり、「新潟県」49 件（94.2％）と大半

を占めた。また、業種は「官公庁・社団法人・公益法人等」17件（32.7％）が最も多く、

次いで「食品製造・加工業」９件（17.3％）、「農業・生活協同組合等」５件（9.6％）と

続いた。設問２で「大学卒業者と大学院修了者を区分している」15件（28.8％）と回答し
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た事業所のうち、「修士課程修了者と博士課程修了者を区分している」と回答した事業所

は４件（26.7％）であった。また、設問３のその区分によってどのような違いが生じるか

という設問では「給与額」４件（100％）と修士課程および博士課程修了者を区分してい

ると回答した事業所すべてにおいて給与額の違いが生じていることが分かった。前述の

本学学部生を対象とするアンケートにおいて、学部生の博士後期課程志願者５人のうち、

３人（60％）が博士後期課程への進学理由として「就職時、給与などの待遇が良さそうだ

から」と回答していたが、その進学理由に応えられる回答が得られた。 

設問４の本課程の特色の魅力度を問う設問では、「とても魅力を感じる」および「ある

程度魅力を感じる」を合計した「魅力度」がいずれも 80％を超えていることから、本課

程の教育内容と養成する人材が魅力的であることが示された。また設問５の本課程で養

成する人材のニーズについての調査では、「とても必要だと思う」２件（3.8％）、「必要だ

と思う」26 件（50.0％）を合計した数値が 28件（53.8％）を占めた。これは食・農業関

係以外の企業、団体、機関にも調査をしていることから、本学が養成する人材と業種が必

ずしも合致しないことを踏まえると、十分高い必要性を回答として得られた。 

設問６の本課程修了者の採用について問う設問では、「ぜひ採用したい」３件（5.8％）、

「採用したい」23件（50.0％）と、半数が採用したいとの回答であった。また、「その他」

17 件（32.7％）の回答の中には「本人が希望すれば採用したい」、「応募者がいれば検討

する」といった採用に前向きな回答も多数存在したことから、実際は多くの企業、団体で

採用の需要があると考えられる。 

設問７の採用後に見込まれる職種では、企画立案 10件（23.3％）が多く、次いで製造

管理６件（14.0％）、営業（その他での回答）６件（14.0％）、研究職４件（9.3％）と続

いた。また、開発職２件（4.7％）との回答もあり、自社で研究施設や開発施設を所有し

ている企業については博士後期課程での学修や研究を活かせるであろう研究職や開発職

等の回答を得ることができた。また、それ以外の企業については企画立案や製造管理など

の回答が多く得られた。つまり本課程の「公的機関・民間企業等の研究・開発・事業企画

部門で活躍できる、または、食と農に関連した地域活性化に資する研究や実践に取り組む

ことのできる研究者と高度専門的職業人を育成する。」という目的に沿った回答を得るこ

とができた。 

したがって、これらの調査分析から本課程の修了生に対する人材需要は、毎年度、入学

定員２人を大きく上回る採用見込人数となる。なお、今回の調査は主として本学社会連携

推進室とこれまでに関係性のある事業所や本学卒業生の就職先企業・団体、行政等に対し

て実施したが、実際の修了後の就職先としては、未接触の企業・団体等もあることから、

これ以上の採用意向の見通しが期待できる。 

 

以上のことから、本課程が養成する人材に対する社会的需要は十分に存在し、修了後の活

躍の場は今後も継続的かつ安定的に確保できるものと判断することができる。 
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